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平成20年に道路交通法が改正され，12歳以下の子供の自転車乗用中のヘルメット着用が義務付けられ

た．平成19年から29年の全国の自転車事故を分析したところ，自転車乗用中の死亡者数と死傷者数は減

少傾向にあった．自転車事故をヘルメットに着目して分析したところ，12歳以下の子供は自転車事故発

生時のヘルメット着用者率が上昇していたが，それ以外の年齢層はほとんど上昇しておらず，自転車乗

員のヘルメット着用者率はわずかに上昇したに過ぎない．自転車乗員の死亡率と死亡重傷率をヘルメッ

ト着用・非着用で比較すると，死亡率はヘルメット着用者が非常に低かったが，死亡重傷率は大きな差

が見られなかった．そのため，ヘルメット着用による自転車乗用中死亡者数の抑止効果を分析したとこ

ろ，10人程度の死亡者数減少効果がみられた． 
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1.  はじめに 

 

自転車の走行方法についての関心が高まっており，自

転車の走行特性に関する様々な研究が実施されている．

また，日本各地で自転車専用通行帯や自転車道等の自転

車専用の走行空間の整備が進められており，自転車の車

道走行の機運も高まり，自転車走行空間の環境整備が

様々な観点から進められている． 

自転車の安全性を高める対策としては様々なものがあ

るが，平成 20 年の改正道路交通法では，同乗中のもの

も含めて，自転車乗車中の 12 歳以下の児童・幼児は，

乗車用ヘルメット着用が義務付けられた．この法律は，

保護者にヘルメットを着用させる義務を課しているが，

『児童又は幼児を自転車に乗車させるときは，当該児童

又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなけ

ればならない』とされており，努力義務に過ぎない．ま

た，自転車乗車中の児童・幼児のヘルメット着用状況は，

単なる努力義務ということもあり，全国的にはほとんど

調査されていない． 

そのため，本研究では，交通事故データを活用して，

道路交通法の改正前から現在までの自転車事故発生時の

ヘルメット着用状況を分析する．そのうえで，ヘルメッ

ト着用により自転車乗員の被害軽減効果を明らかにする

ことを目的とした研究を実施した． 

 

 

2. 先行研究 

 

自転車のヘルメット着用に関しては，自転車ヘルメッ

トの物理的な頭部傷害軽減効果を分析したもの，ヘルメ

ットの着用意識を質問したもの，ヘルメットの着用状況

を調査したもの，自転車事故を分析したものなどが挙げ

られる． 

ヘルメットの物理的な被害軽減効果を分析したものと

しては，玉川ら 1)は，人体ダミーのみを用いて，ヘルメ

ット着用・非着用の両方の条件で，人体ダミーを単独で

転倒させたり，衝突させて転倒させたりして，人体傷害

程度を計測している．伊藤ら 2)は，ヘルメット着用・非

着用の両方の条件で，歩行者用インパクターを自動車の

前方の A ピラーに衝突させて，ヘルメットの頭部保護

効果を計測している．面田ら 3)は，コンピューターシミ

ュレーションを用いて，衝突時の自転車乗員の頭部保護

対策を検討している．これらの結果では，交通事故発生

時の自転車乗員のヘルメット着用は，乗員の頭部傷害軽

減に極めて効果がある方法であることが示されている． 

自転車のヘルメット着用の意識調査をしたものとして

は，東京都の都政モニターに対する調査 4)があり，自転

車を利用しているものの中で，常にヘルメットを着用し

ているものは 3.0％であり，極めて低い値となっている．

また，この調査で，子供を持つ保護者は全体の 20.3％で
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あり，子供にヘルメットを利用させているものは全体の

13.7％であった．埼玉県でも同様の調査 5)を実施してお

り，必ずヘルメットを着用している，又は大体ヘルメッ

トを着用しているものは 2.4％であり，極めて低い値と

なっている．ただし，子供の保護者としては 5割弱が子

供にヘルメットを着用させると回答している．ヘルメッ

トメーカーのオージーケーカブト 6)も，子供のヘルメッ

ト着用実態を親に調査しており，必ず子供にヘルメット

を着用させると回答したものは 44.5％であった．愛媛県

は，高校生に対して自転車用ヘルメットを無償配布して

おり，高校生が自転車で多く通学している朝の時間帯に

自転車のヘルメット着用率を調査 7)したところ，17地点

で 56.6％が着用していることが示された．このように，

成人の自転車乗員としてのヘルメット利用の割合は極め

て低くなっているが，保護者としては，半数前後が子供

にヘルメットを着用させていると回答している． 

交通事故分析としては，交通事故総合分析センター8)

は，交通事故データを活用して自転車事故時のヘルメッ

ト着用状況を調査し，自転車乗員のヘルメット着用によ

り，自転車乗員の交通事故死者数が大きく減少すること

を推定している．伊藤ら 9)は，日本外傷データバンクの

データベースを用いて，歩行者や自転車乗員の傷害を比

較する研究を実施した．その結果，歩行者と自転車乗員

の頭部傷害に差異はみられなかったとしており，自転車

乗員のヘルメット着用率が低いことが要因となっている

としている．乗員保護装置の着用効果を示した交通事故

分析として，鈴木・萩田 10)は，1992 年と 2004 年の交通

事故統計データを用いて，シートベルトによる四輪運転

者，ヘルメットによる二輪運転者の救命効果について分

析を行った．この分析結果によると，仮に 2004 年に運

転席のシートベルトとヘルメット着用者率が 1992 年と

等しかった場合には，2004 年の死者数がそれぞれ 1,989

人，158 人増加していたであろうことが推定された．す

なわち，2004 年においては，シートベルトの着用によ

り，約 2,000 人の四輪運転者が，ヘルメットの着用によ

り約 150人の二輪運転者が救われたといえる．Hagita et al. 
11)は，1992 年と 2007 年の交通事故統計データを用いて，

シートベルトによる四輪運転者の救命効果について同様

に分析した．1992年のシートベルト着用者率は 74.2％で

あったが，2007 年では 98.5％になり，24.3％も増加した．

2007年のシートベルト着用者率が 74.2％であったと仮定

すると，2007 年の死者数は 2,057 人増加することが推定

された．すなわち，シートベルト着用により，2,057 人

の四輪運転者の命が救われたことが推定された．これら

の研究からわかるように，シートベルトの着用は交通事

故被害軽減に最も有効な対策の一つであるといえる．ま

た，2008 年に道路交通法が改正されてから，萩田ら 12)

は，2009 年の後席シートベルトの着用者率向上による

救命効果を分析し，後席乗員のシートベルト着用者率向

上により，死亡重傷者が減少したことを推定した． 

このような先行研究の実状から，路側調査による全国

的な自転車ヘルメットの着用率を調べた研究は存在しな

い．また，先行研究に示されているような方法 8), 10)～12)に

より，自転車乗員のヘルメット着用による被害軽減効果

を分析した研究もない．そのため，全国の交通事故統計

データを活用して，先行研究で示されている方法を適用

し，自転車事故発生時の自転車乗員のヘルメット着用者

率の推移と被害軽減効果を分析した． 

 

 

3. 研究の方法 

 

(1) 利用した交通事故データ 

警察庁は，道路交通法第 2条第 1項第 1号に規定する

道路上において，人が死亡するか又は負傷した事故が発

生した場合，日本全国一律の交通事故統計データとして

収集・管理している． 

交通事故統計の原票項目には，発生日時や交通事故発

生地点の緯度経度情報，事故類型（追突，出会い頭，右

折直進等），事故原因，性別や年齢等の当事者の属性，

当事者種別(大型車，中型車，普通車，二輪車，自転車，

等)，人身損傷程度(死亡，重傷，軽傷，無傷)，(ヘルメ

ット(着用(離脱なし)，着用(離脱)，着用(離脱不明)，非着

用，着用不明)などの項目が記録されている．本研究で

は，平成19～29年の交通事故統計データを活用し，自転

車のヘルメット着用による被害軽減効果やヘルメット利

用の経年変化分析を行った． 

 

(2) 対象とした自転車当事者 

日本の交通事故統計は，単独事故は第一当事者が記録

されており，同乗者が存在する場合には，同乗者は第三

当事者として記録されている．車両相互事故や歩行者事

故は，第一当事者と第二当事者が存在し，第一当事者と

第二当事者が当該事故で最初に衝突したものであり，責

任が大きい方が第一当事者，責任が軽い方が第二当事者

となる．そのうえで，第一当事者，第二当事者の同乗者

は全て第三当事者となる．また，最初の衝突の巻き添え

となった当事者とその同乗者は全て第三当事者である． 

交通事故統計は，全ての当事者のうち誰かが負傷して

いれば交通事故として記録されており，第一当事者と第

二当事者は全て記録されているが，第三当事者は，傷害

を負ったものしか記録されていない．自転車当事者のう

ち，第一当事者と第二当事者のうち自転車乗員で無傷の

当事者はわずかであり，歩行者事故や自転車相互事故な

どが中心となり，記録されているデータに大きな偏りが

ある．そのため，本研究では，すべての自転車当事者を
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分析対象としたが，第一当事者と第二当事者のうち無傷

のものは対象外とした． 

 

 

4. 分析結果 

 

(1) 自転車乗員の人身傷害程度別経年変化  

図-1は，平成19～29年中に交通事故により傷害を負っ

た自転車乗員の死亡者数と死傷者数の経年変化である．

これらの自転車乗員は，過失が相対的に大きい自転車運

転者である第一当事者，過失が相対的に小さい自転車運

転者である第二当事者，当該事故の最初の衝突の巻き添

えとなった自転車運転者である第三当事者，並びに全て

の自転車の同乗者である第三当事者が含まれる． 

自転車乗用中の死傷者数は平成19年から常に減少し続

けており，平成29年には89,368人となり，平成19年と比

較して51.9％まで減少し，約半減した．死者数は，増減

があるものの，同様の減少傾向にあり，平成29年には

479人となり，平成19年と比較して，63.8％まで減少した． 

 

(2) 自転車乗用中死亡者のヘルメット着用状況 

図-2は，自転車乗用中の死亡者をヘルメット着用状況

別に集計したものである．着用(離脱不明)とはヘルメッ

トを着用していたことは確認されているが，自転車事故

発生時に離脱したかどうかが不明のものであり，着用不

明とは，着用されていたかどうかが不明なものである．

13歳以上の自転車乗員は，ヘルメット着用が義務付けら

れていないこともあり，死亡者のほとんどは，ヘルメッ

ト非着用者であり，この傾向は対象期間中，ほとんど変

わっていない． 

 

(3) 自転車乗用中のヘルメット着用状況別死亡率・死

亡重傷率 

自転車乗員の死亡率と死亡重傷率は，(1a)，(1b)に示し

た計算式で算出したものであり，傷害を負った自転車当

事者のうち，死亡者，死亡・重傷者の割合である．日本

における交通事故統計データでは，24時間以内に死亡し

た場合を死亡，30日以上の治療を要する傷害を重傷，30

日未満の治療を要する傷害を軽傷，治療を要しなければ

無傷として扱う．これらの傷害程度は皮膚，骨，内臓等

の損傷程度を医師が診断した結果であり，科学的根拠に

基づいており，死亡率，死亡重傷率は分析可能な指標と

いえる．  

 

𝐹𝑟 =
𝐹𝑛

𝐹𝑛+𝑆𝑛+𝑀𝑛
× 100                  (1a) 

𝐹𝑆𝑟 =
𝐹𝑛+𝑆𝑛

𝐹𝑛+𝑆𝑛+𝑀𝑛
× 100              (1b) 

Fr：自転車乗員の死亡率(％) 

FSr：自転車乗員の死亡重傷率(％) 

Fn：自転車乗員の死亡者数 

Sn：自転車乗員の重傷者数 

Mn：自転車乗員の軽傷者数 

 

図-3は，自転車乗用中のヘルメット着用状況別の死亡

率の経年変化を，図-4は死亡重傷率の経年変化を示した

ものである．ヘルメット着用状況別の死亡率は，非着用

以外は死亡者数が少なく年変動はあるものの，経年的に

大きな変化がないといえる．また，着用(離脱なし)と非

着用の死亡率を比較すると，大きな差があることが示さ

れた．死亡重傷率は，重傷者のデータが一定数存在する

ため年変動が少なく，やや上昇傾向にあるものの，経年

的にも大きな差がないといえる．また，着用(離脱なし)

と非着用の死亡重傷率を比較すると，常に着用(離脱な

し)の割合がやや高いものの，あまり大きな差があると

は言えないと思われる．そのため，ヘルメット着用によ

る被害軽減効果は，ヘルメットが自転車乗用中の死亡者

数の減少にどの程度貢献したかを，死亡率を活用して分

析した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 自転車乗用中の死亡者・死傷者数の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 自転車乗用中死亡者のヘルメット着用状況の経年変化 
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(4) 平成29年のヘルメット着用者率の向上による被害

軽減効果の算出 

図-5に，平成19～29年のヘルメット着用者率の推移を

示した．ここでのヘルメット着用者率は，当該自転車乗

員全数に占める着用(離脱なし)の割合である． 

平成19年における自転車乗員のヘルメット着用者率は

5.5%であったが，平成29年では8.0％とやや高くなった．

平成19年と平成29年のヘルメット着用有無別に自転車事

故死傷者数・死者数，死亡率を比較すると表-1のように

なる． 

これより， 平成29年のヘルメット着用者率が平成19

年と同程度であるとした場合に平成29年の自転車乗員の

死亡者数(EFH29)を推定する．平成29年の死亡者数を推定

する計算式は次の式(1c)のようになる．式(1c)に表-1の数

値を代入し，算出した平成29年の推定死亡者数(EFH29)は，

表-1に示すようにそれぞれ488人となった．ヘルメット

着用により，自転車乗員の死亡者数は9人の減少につな

がったと推定される．  

 

𝐸𝐹𝐻29＝𝐶𝐻29 × 𝑈𝑟𝐻19 × 𝐹𝑟𝑤ℎ𝐻29 + 𝐶𝐻29 × (1－𝑈𝑟𝐻19) ×

𝐹𝑆𝑟𝑤𝑜ℎ𝐻29                                                (1c) 

 

EFH29： H29年にヘルメット着用者率が向上しなかった

場合の推定自転車乗用中死亡者数 

CH29： H29年交通事故自転車死傷者数 

UrH19：H19年ヘルメット着用者率 

FrwhH29：H29年ヘルメット着用者死亡率 

FrwohH29：H29年ヘルメット非着用者死亡率 

 

(5)  自転車乗用中のヘルメット着用状況の年齢層別分

析 

図-6 は，平成 19～29 年のヘルメット着用者率の推移

を年齢層別に示したものである．自転車乗用中のヘルメ

ット着用が義務付けられている 12 歳以下の子供のヘル

メット着用者率は大きく上昇しているが，それ以外の年

齢層はほとんど上昇していない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 自転車乗用中のヘルメット着用状況別死亡率の経年変

化 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 自転車乗用中のヘルメット着用状況別死亡重傷率の経

年変化 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 自転車乗用中のヘルメット着用者率の経年変化 

表-1 自転車乗員のヘルメット着用者率・死亡率・被害低減

効果 
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この分析をみると，他の年齢層も自転車乗用中のヘル

メット着用が義務付けられれば，ヘルメット着用者率が大

きく上昇するのではないかと考えられる． 

 

5. まとめと考察 

 

このように，自転車のヘルメットの着用効果について

の分析を実施した．全体からみると，自転車事故発生時

の自転車乗員のヘルメット着用者率は，12 歳以下の子

供は上昇しているものの，道路交通法が改正されてから

10年経過しても，全年齢層では 5.5％から 8.0％に上昇し

たに過ぎない．その結果，ヘルメット着用者率の向上に

よる被害軽減効果を算出すると，自転車乗員の 9人程度

の死亡者数削減効果があったと推定できた． 

この効果は，先行研究で実施した，二輪車のヘルメッ

ト着用者率の向上による死亡者数削減効果を分析した結

果の約 150人と比較して，極めて小さい．自転車の走行

速度が低いことや，ヘルメットの強度の違いもあると考

えられるが，自転車ヘルメットの着用者率の向上がわず

かであることが最も大きな要因であると思われる． 

 

 

6. 今後の課題 

 

今回の分析では，傷害部位別や年齢層別の分析が実施

されていない．被害軽減効果は 10 人程度であり，あま

り高くはないといえるが，このような観点からの分析を

深めていく必要がある． 

また，自転車乗用中のヘルメット着用を義務付ける年

齢層を広げることは，社会的な合意が必要となってくる．

このような手法，国民の意識についても調査を進めてい

く必要がある． 

ヘルメット着用により無傷になったものは，一部を除

いて人身の交通事故として記録されていない．これにつ

いては，シートベルトの効果を推定するときも同様であ

り，バイアスがかかっているデータであるが，現状の交

通事故データの記録方法では，無傷者のデータは記録さ

れておらず，今後の大きな課題である． 
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図-6 自転車乗員の年齢層別ヘルメット着用者率の経年変化 
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